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3 将来を豊かに生きる力の基礎を培う学校教育の推進 【学校教育課】

大項目 1) 確かな学力6 の向上 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)学力検査によ

る児童･生徒

の学力の検証

及び対策 

 

 

 

○全国学力学習状況調査7 や県学力調査、本町独自に取り入れているＣＲ

Ｔ8 （標準学力調査）の結果について検証を行った。その結果は、町内

校長会や小中学校の教職員で構成する学力向上委員会において共有し、

町としての課題を焦点化するとともに、改善に向けた研修を行った。ま

た、各学校では、学力検査の結果による自校の課題を踏まえ具体的な対

策の策定や、授業実践上の視点の明確化を行う等、学力向上に向けた授

業改善を推進した。 

○各学校に対し、全国学力学習状況調査に関わる基本的な方向性を示し、

次の取組を促した。 

ア 調査結果の分析を各学校で行い、学力を把握する。 

イ 各学校で進めている学力向上対策を今回のＣＲＴ調査結果を基に 

見直し、学力向上プランの加除修正を行う。 

ウ 町や各学校の学力向上プランをもとに、全教職員で児童生徒の学 

力向上の課題を共有する。 

エ 県教育委員会作成の学力向上関係資料を活用しながら、課題解決 

に向け、日々の授業の改善を行う。 

オ 学力向上委員会で、指導主事が授業改善の方向性を示すとともに、 

各学校において共通実践を促す。 

 ○県教育委員会委託の際に実施したＲＳＴ（リーディングスキルテスト9 ）

の結果分析を参考に、作成した資料を基に、チームミーティングで児童

生徒の読解力向上のための授業改善の方向性を示し、実践を促した。 

○各学校では、教育委員会の基本的な方針及び取組の方策を受けて、校内

研修等で分析し、検証を行った。この検証結果を踏まえ、授業の中で実 

践していく視点の明確化、家庭との連携等、具体的な対策を講じた。 

○全国学力学習状況調査及び県学力調査は、例年どおり 4月に実施された。 

 

                                                                                  
6 基礎的・基本的な知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学 

び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めた学力のこと。 
7 文部科学省が、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証しその 

改善を図ることを目的に小学校６年生と中学校３年生を対象に実施する学力テスト。 
8 Criterion-Referenced Test の略。目標準拠評価。授業などで設定した目標がどのぐらい達成できたかを 

知るテスト。目標と比較して自分の到達度を測る。本町では東京書籍版を採用している。 
9 リーディングスキル（ＲＳ）は、教科書を正しく読み、理解できる力。 

リーディングスキルテスト（ＲＳＴ）は、教育のための科学研究所が提唱している読解力向上テストで、 

読解力を６つの分野から測定するもの。本町は平成 31 年度から令和２年度まで長崎県の研究指定を受け

て、リーディングスキルテストの結果をもとに読解力向上に向けた取組をしている。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○町学力調査（ＣＲＴテスト）は、年度末に実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

○全国学力学習状況調査は、中学校理科以外は全国平均を超える結果であ

った。 

〇小中共通して、説明力と批判的思考力10 にかかわる問題に課題がみられ

る。 

〇説明力の改善に向けては、説明に必要な要素は何か、説明のどこに不十

分さがあるのかを意識させるような授業をすることに加え、教科を問わ

ず、何を問われているのか、何を求められているのかを理解するための

読解力の向上を意識した授業をするよう指導していく。 

〇批判的思考力の改善に向けては、①自分の考えを持った上で、友達と話

し合ったり、討論したり、説明しあったりする場を設けるようにする ②

教科を問わず、批判的に考察したり読解したりする場を設ける ③常に

教師が揺さぶり、問い返すことで、子供自身が批判的思考を働かせるこ

とを習慣化させる等の取組ができるよう指導していく。 

○町学力調査（ＣＲＴテスト）は、小 1、小 2、小 3、中 1、中 3 は全教科

平均を超えたが、小 4 算、小 5 理、小 6 国・理、中 2 国・社は、全国平

均を下回った。全調査件数 31 のうち平均を超えたのは 25 であった。今

年度から始めたチームミーティング（学校や校種を超えて同学年や同教

科で集まり、研修を行う仕組み）での情報共有は効果的で、学力向上委

員会も、弱点補強だけでなく、ＩＣＴの活用など授業改善の方向性も示

すことができた。しかし、結果につながっていない教科があるというこ

とは、「教えたつもり」、「学んだつもり」になっている面がある。今 

後は、周知状況の把握も行う必要がある。 

 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

全国学力学習状況調査で全国平均

を上回る領域数※ 

小学校 6年生【国、算、理】 

中学校 3年生【国、数、理】 

※理科、英語科は、3年に 1回 

3/5領域 

 

 

 

5/6領域 

 

 

 

5/5領域 

 

 

 

                                                                                  
10 目標に基づき、自分自身の考えについて多様な観点からその妥当性や信頼性を吟味する力。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(2)町立小中学校

の研究指定と

指導主事によ

る指導体制の

充実 

 

○県指定の 2 年目である時津北小学校、時津小学校及び鳴北中学校におい

て、町内外に向けて研究発表会を開催した。また、各学校の校内研修等

に指導主事が出向き指導助言を行い、校内研修の充実につなげた。 

○児童生徒の学習機会の拡充、学習意欲の向上、学習習慣づくりを目的と

して、教育委員会から町内小中学校へ教育研究委託を行い、特色ある取

組の拡充に努めた。 

○時津北小、時津小の研究発表会には、新型コロナウイルス感染症予防対 

策を講じながら、町内の他校の多数の教職員が参加し、研究内容を共有 

することができた。 

○学校教育課指導主事が、町立小中学校を訪問し、校内研修で全職員や研

究主任、授業者に対して指導を行った。また、各種学力調査の結果を基

に学校で取り組むべき課題について示すことで、町全体の指導の方向性

をそろえることができた。 

〔各学校の研究主題〕 

・時津小学校【研究発表校】 

「確かな学力を身につけ、主体的に学ぶ時津っ子の育成」 

～数学的な見方・考え方を働かせる授業実践を通して～ 

・時津北小学校【長崎県研究発表校】 

「自ら学び、考えを広げ深め、豊かに表現する子供の育成」 

～言葉による見方・考え方を働かせる国語科授業改善を通して～ 

・時津東小学校 

  「自ら『問い』をもち、解への道筋を明らかにできる児童の育成」 

  ～「個」と「協働」の学びを往還する国語科学習を通して～ 

・鳴鼓小学校 

「主体的に学びに向かう子供の育成」 

～学びを積み重ね、課題解決に生かす国語科学習を通して～ 

・時津中学校 

「豊かに表現し、共に学ぶ生徒の育成」 

～ＩＣＴを活用した深い学びを目指して～ 

・鳴北中学校【研究発表校】 

「未来の社会を創造するために、主体的に学ぶ生徒の育成」 

～当事者意識を持って課題に向き合う力の育成～ 

○各校が指定を受けた課題への取組を行った。その中で、3年間の研究の

成果を発表した 2校については、次のような成果と課題が得られた。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ・時津北小学校 

(1) 成果 

①意欲の高まりを重視し、そのための工夫を示した。 

②豊かな表現や読解力の向上に向け、言葉を大切にした授業づくり 

の方策を示した。 

③県が示した授業づくりのポイント「授業改善メソッド」を全面的 

に取り入れ、その効果を検証した。 

(2) 課題と今後の方針 

教師と子どもが１対１でやり取りしていく授業の進め方になって 

いるため、子ども同士で意見を広げたり、子ども自身が学習を発 

展させていったりする授業づくりの工夫が必要。 

・時津小学校 

(1)成果 

①手本となる書き方を学びあうノートコンテストや批判的思考を   

定着させる問い直しカード、協働的な学びを活性化させるための 

授業の型の提案など、効果のある教育技術を作り出した。 

②授業場面でＩＣＴ11 端末を適切に活用すると、子どもの思考が深   

 まるだけでなく、教材データの共有ができるため、業務時間の削 

減にもつながることを示した。 

(2)課題と今後の方針 

教師の支援は充実しているが、その分子どもが自分の力で学んで 

いる実感を持ちにくいため、淡々と学ぶ一方主体的に学ぶ姿が見ら

れない。今後は、子ども自身が計画したり選択したり判断したりし

ていくような学習の進め方に変えていく必要がある。 

 

(3)学力向上委員 

会の活性化に 

よる各学校の 

課題意識の高 

揚、学校の課 

題意識の高揚 

 

○町立各小中学校の学力向上担当者を委員とする学力向上委員会を年間 3

回開催した。学力向上委員会では、ＲＳの向上を意識した授業づくりや、

県が示した授業改善プランの共通実践、そして、学力調査の結果を検証

軸とした授業改善サイクルを確立することなどについて、共通理解を図

った。 

○教育委員会並びに各学校が策定した学力向上プランを、学力向上委員会 

で共有し、検証を行うとともに、各学校の取組を紹介しあい、その内容 

について指導主事が指導助言を行った。 

 

  

                                                                                  
11  Information and Communication Technology の略で、情報・通信に関する技術の総称。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ○学力向上委員会に参加した研究主任や学力向上担当者が、学校で伝達研 

修を開きやすいよう、指導助言で使った資料はデータで各学校に送付し、 

録画した研修の講義の様子を視聴できるようにした。 

  【第 1回】 

   ・小中の 2回に分け、県学力調査の結果分析と対策について指導。 

【第 2回】 

  ・全国学力学習状況調査の結果伝達と対策の指導。 

  ・長崎大学教育学部教授 木村国広先生による「これからの教師に求

められるもの」と題した講義を集合とオンラインのハイブリットで

実施。 

【第 3回】 

・町学力テスト（ＣＲＴ）の結果分析の提供及び補充すべき課題の共

有。 

・指導主事が授業改善の提案と家庭との連携の方向性について講義。 

・町のエヴァンジェリスト12 を講師に招き、ＩＣＴ端末の授業におけ 

る有効な活用法を広げるための講義。 

※ 講義の様子は録画して共有フォルダに保存し、いつでも視聴可。 

○学力向上委員会の下部組織として、学校の枠を越えて、同学年や同教科

がつながるチームを組織し、自主的な研修（チームミーティング）がで

きるようにした。また、新型コロナウイルス感染症を防ぎながらも学び

を止めないため、チームごとに共有フォルダを作成し、データを共有し

てオンラインで協議できるようにした。 

 

【課題・今後の取組】 

○各種学力テストの結果を検証軸とする。研修を開催して終わりにするの

ではなく、どのような形で伝達し、どう定着を図っているのか状況を適

切に評価し、不十分な場合は適宜指導する。 

 

(4)ＲＳを意識し 

た授業改善 

 

〇授業でＲＳを向上させるポイントについて資料を作成し、1 回目のチー

ムミーティングの際に、全教員を対象に指導主事が指導を行った。 

○ＲＳ向上の視点を生かした授業の在り方については、研修動画を作成し、 

その視聴を町外から転勤してきた先生方や初任者に義務付けることで、 

町としての指導の方向性がそろうよう工夫した。 

 

                                                                                  
12 「伝道師」を意味するが、教育現場においては児童生徒の情報能力を高め、情報社会の進展に対応した教 

育を推進するために、その指導的役割を果たす教員を指す。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○全教員がＲＳを意識した授業づくりに取り組めるよう、今年度も、昨年

度作成した動画を転入職員に視聴させ、共通理解を図る必要がある。 

○ＲＳを意識して学ぶことが習慣化できるよう、家庭との連携や、教室へ

の掲示等について各学校に工夫を求めたい。 

 

(5)町版学習の手 

引き「進んで 

学ぶ時津っ 

子」の作成と 

配布による学 

校・家庭の連 

携した学習へ 

の取組の啓発 

○「進んで学ぶ時津っ子」の活用状況について、学力向上委員会で情報交 

換を行うことで、学校と家庭が連携・協力して、子どもの基本的な生活 

習慣や学習習慣の定着を推進するとともに、落ち着いた学習環境の創造 

に努めた。 

○家庭と連携した情報モラルの向上や主体的な家庭学習の習慣化を図るこ

とができるよう、チームミーティングを活用して「進んで学ぶ時津っ子」

の改訂を行った。 

 

【課題・今後の取組】 

○全国学力状況調査の児童生徒質問紙調査によると、「家で自分で計画を

立てて勉強をしているか」「学校の授業時間以外に、1 日当たりどれく

らいの時間勉強をしているか」の回答結果において、その平均値が全国

及び県平均より低かった。学校での授業との連動を図った家庭学習のあ

り方について、学力向上委員会等の研修会で周知していく。 

○ＰＴＡ諸会合や懇談会等で町版学習の手引きを有効に活用し、家庭学習

やメディアとの付き合い方について、子どもも保護者も主体的に考える

よう促していく。 

○学力向上委員会において、各学校における活用の工夫について情報交換 

を行い、活用状況がよくない項目については、啓発及び内容の見直しを

図る。さらに、ＣＲＴのフォローアップシートや誤答分析、ドリルパー

ク等の活用により、児童生徒が自分の課題を知り、自力で解決に向かう

ことができるように努める。 

 

 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

家庭学習時間の取組 

小学校 5年生 1時間未満の割合 

中学校 2年生 2時間未満の割合 

  

25.3％ 

53.3％ 

 

 52.3％ 

 69.0％ 

 

15％ 

30％ 
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中項目 小項目／点検・評価 

(6)外国語教育・ 

国際理解の推 

進 

①英語教育研修会の充実と指導主事等による指導助言 

 ○中学校英語科全員と小学校の外国語教育担当を対象に時津町英語研修会

を実施し、指導力の向上を図った。 

第 1回(令和 4年 6月 21 日(火) 東部コミュニティセンター) 

   ・今年度の活動内容確認 

   ・前年度の学力調査から見える課題とその改善に向けて 

  第 2回(令和 4年 11 月 11日(金) 鳴鼓小学校) 

   ・5年生外国語科授業研究 

   ・中学 2年生英語科授業の振り返り（10/26実施分） 

   ・中央研修伝達講習（時津北小 丸岡教諭及び渕上教諭より） 

    「教師も児童も進んで学ぶ外国語教育」 

第 3回(令和 5年 2月 22 日(水) 鳴北中学校) 

   ・【中学校対象】全国学力学習状況調査に向けての準備 

   （接続テスト、事前検証、課題改善に向けた指導等） 

   ・【全員】Can-Doリストの作成、学習者用デジタル教科書 

   ・小中連携カリキュラムの見直し及び情報共有 

 ○全小中学校を訪問し、授業観察及び指導助言を行った。 

 ○指導の際は、授業の展開方法や英語習得のみならず、ＩＣＴ端末活用や

教科書が扱う内容の取扱い、授業者が抱えている悩みへの助言等も行っ

た。 

  時津小(9/22) 3-1 原教諭 6-2 花田教諭 

  時津北小(11/21) 3-2 渕上教諭 5-2 宮崎教諭 

  時津東小(10/12) 3-3 今崎教諭 (11/17)6-4 泉教諭 

  鳴鼓小(11/11) 5-2 入口教諭 (12/2)3-2 佐々野教諭 

  時津中(10/18) 2-1 坂本教諭 2-4 森内教諭 

     (10/19) 3-5 原口教諭 1-1 道上教諭 1-3 石見講師  

  鳴北中(7/5) 3-2 永野教諭 (10/3、10/26)2-2 岩﨑教諭 

  

【課題・今後の取組】 

○町教委主催の研修会は日時や対象者を工夫し、できるだけ多くの外国 

語担当者が参加できるようにすることで、指導力の向上を図る。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ②外国語指導助手（ＡＬＴ13 ）による学校訪問・授業における計画的指導 

○中学校の英語の授業だけでなく、小学校の外国語科や外国語活動におい 

ても、担任とティームティーチング（ＴＴ14 ）による授業改善に取り組

んだ。 

○ＡＬＴの配置時数  

・時津小学 校  420時間／3～6年生   9学級他(1～2年生) 

・時津北小学校  350 時間／3～6年生   8学級他(1～2年生)  

・時津東小学校  504 時間／3～6年生  13学級他(1～2年生)  

・鳴鼓小学 校  350時間／3～6年生   8学級他(1～2年生)  

・時津中学 校  368時間／1～3年生  15学級 

・鳴北中学 校  135時間／1～3年生  9学級 

 

【課題・今後の取組】 

 ○今年度新規に雇用されたＡＬＴに対しては、必要に応じて授業の進め方

など個別に支援する。 

○県へ小学校英語専科加配を強く要望し、英語教育の充実に努める。 

○小学校における英語教育の中学年までの拡充と中学校おける専属派遣に 

よる実践的コミュニケーションの充実のため、今後ＡＬＴの増員につい 

て検討を行う。 

 

③地域人材の活用 

○時津東小学校において、地域の人材を活用して外国語活動に取り組んだ。 

  ・時津東小学校 1 人 

 

【課題・今後の取組】 

○英語教育のさらなる充実を見据え、新たな地域人材の発掘及び活用に努

める。 

 

④長崎外国語大学との包括提携を活用した外国語教育の充実 

○長崎外国語大学を会場として、イングリッシュデイキャンプを開催した。 

  日 時：令和 4年 11月 19日(土) 9：30～14：30 

 

                                                                                  
13 Ａssistant Language Teacher（外国語指導助手）の略。外国語を母国語とする外国語指導助手を 

いう。小学校や中学校・高等学校に児童・生徒の英語発音や国際理解教育の向上を目的に各教育委員会か

ら学校に配置され、授業を補助している。 
14 Team Teaching の略。複数の教員が１つの教室に入り、授業をすること。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 内 容：7種類のアクティビティ（キャンパス内で実施可能なもの） 

 参加者：町内中学生 1～2年生 11名 

 満足度：4.8 (5点満点) 

・本町のＡＬＴが中心となって、企画、準備、運営を行った。 

・長崎外国語大学の留学生の協力も大きかった。 

○外国語学習のために、長崎外国語大学の学生を学校に招いた。 

・鳴北中 令和 4年 11 月 1日(火) 対象：第 2 学年全員 

   授業で学習したことを応用し、時津の紹介を留学生に行った。 

・時津小 令和 4年 12 月 7日(水) 対象：第 6 学年全員 

    授業で学習したことを使って英会話をしたり、一緒に日本独自の遊

びを行った。 

○長崎外国語大学との連携会議に学校教育課職員が参加し、情報交換を行 

った。 

・令和 4年 5月 17日（火）、令和 4年 11月 9 日（水）、 

令和 5年 3月 3日（金） 

 

【課題・今後の取組】 

○今後も長崎外国語大学との包括連携を活用し、「イングリッシュデイキ 

ャンプ」の継続的な実施や、町内向け外国語教育に係る行事の計画・実 

施を図る。 

 ○「イングリッシュデイキャンプ」は、さらなる参加人数の増加を目指し

て、開催日や周知方法を工夫する。実施日については、今後も検討が必

要である。 

 ○今年度実施した 2 校を含め、他の学校でも「実践的なコミュニケーショ

ン」活動を設定するよう促す。 

 

(7)教育の情報化 

推進 

①ＩＣＴ機器の整備と活用 

○ＩＣＴ端末を活用し、個々の理解度に応じた学習を可能とするため昨年 

度に引き続き、学習者用デジタルドリル教材の契約を行った。また、Ｉ 

ＣＴ端末の活用場面の拡大を見据え、様々なデジタル教材を集約するプ 

ラットフォームとなる学習ｅポータルの業者を選定した。 

○来年度の全国学力・学習状況調査における中学校の英語「話すこと」調 

査がオンラインで実施されるにあたり、ネットワーク環境調査を実施し

た。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○ネットワーク調査の結果、小学校においてアクセスポイントと児童生徒

の端末間の通信が不安定なことが判明したため、対応を検討中である。 

○ＩＣＴ端末の活用が進むにつれ、端末の故障も増加している。授業に支

障がでないよう、各校に予備機を整備しているが、今後、不足が見込ま

れるため、令和５年度予算に予備機購入に係る予算計上を行った。 

 

②ＩＣＴ端末（1人 1台端末）の利活用に向けた教員の指導力向上 

○令和 3 年度以降、2 名のＩＣＴ支援員で、教職員に対する端末の操作や

授業における効果的な活用について支援を行い、ＩＣＴ端末の活用推進

を図った。 

○教育の情報化推進協議会を充実させ、ＩＣＴ端末の本格的活用に向けた 

協議や研修を行った。 

・協議会参加者：各校 2 名（必ず管理職を 1名含む）、ＩＣＴ支援員 

  ・第 1回教育の情報化推進協議会（令和 4 年 6月 30日(木)）  

今年度の取組について確認、各校の活用状況確認 

「端末の持ち帰り」及び「文科省ＣＢＴシステム」に関する意見交       

換 

・第 2回教育の情報化推進協議会（令和 4年 10 月 17日(月)）  

児童生徒の授業におけるＩＣＴ端末の活用状況調査 

学習ｅポータルに関する情報共有 

ＩＣＴ支援員からの情報提供と参加者の情報交換 

  ・第 3回教育の情報化推進協議会（令和 5 年 2月 9日(木)） 

統合型校務支援システムの年度移行 

長崎県教育の情報化推進協議会からの伝達 

学習 eポータル及び学習者用デジタル教科書の積極的活用に向けて 

参加者による情報交換 

○「コアメンバー15 ミーティング」を開催し、各校のＩＣＴ機器活用に関

する現状を把握したり、情報交換を行ったりした。 

  ・第 1回（令和 4 年 11月 18日(金)） 

   児童生徒の授業におけるＩＣＴ端末の活用状況について   

  ・第 2回（令和 5 年 3月 2日(木)） 

児童生徒の家庭におけるＷｉ-Ｆi環境（調査）について  

○年間に 3度のＩＣＴ端末活用状況調査（教職員対象）を実施した。 

・活用に対する不安感は減少傾向にある。 

【第 1回 39.9%、第 2回 37.7%、第 3回 34.1%】 

 

                                                                                  
15 コアメンバーとは、各校でＩＣＴ機器活用に長けた者を指す。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ・担当授業での使用頻度は増加傾向にある。 

 ※担当時数の 45％以上で使用していると回答した割合 

【第 1回 37.0%、第 2回 43.7%、第 3回 47.9%】 

○指標の実績を図る「学校における情報化の実態等に関する調査」におい 

て、基準年度である令和元年度は、指標となる項目が増加した事等によ

り、「ＩＣＴを活用した授業をできる教員」の割合が減少していた。 

令和 2 年度のＧＩＧＡスクール構想の導入に伴い、民間研修や県や町主

催の研修を実施し、それらの研修を受けての各学校における自校研修を

実施したこと等により、令和 4 年度は、令和元年度と比較すると 8％上

昇しているが、令和 3年度の 81％と比較すると 4％下落している。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○ＩＣＴ端末の使用に対する不安は今後も軽減できるように支援しつつ

も、学習ｅポータルや学習者用デジタル教科書の効果的な活用に向けた

研修等を行う必要がある。 

 ○本調査における指標は自己評価であるが、令和 4 年度は、ＩＣＴの活用

に関する他の調査項目でも評価が低下している。これは令和 4 年度に新

たに校務支援システムが本格稼働したことにより、「ＩＣＴを活用でき

ている」と認識している教員の割合が減少したためと思われる。ＩＣＴ

端末や校務支援システムの活用について、研修会の開催やＩＣＴ支援員

の活用等による支援を継続する。 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

ＩＣＴを活用した授業をできる教

員の割合（目標には「1 人 1 台端

末」を活用した授業を含む） 

69％ 

 

77％ 

 

100％ 

 

③児童生徒の情報活用能力の育成 

○ＩＣＴ支援員とのＴＴ等を通して、児童生徒の機器操作やソフトの活用 

に関するサポートを行う等、児童生徒の情報活用の実践力の育成に努め 

た。 

○学校運営調査において「ＩＣＴ機器について、資料を探したり、自分の

考えをまとめたり、発表したりすることができる、どちらかといえばで

きる」と回答した児童生徒の割合は、令和 2年度 64.7％に対し、令和 4 

年度は 82.8％と非常に高い数値となった。 

 



26 

 

中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

日々の授業でのＩＣＴ機器の活用が高まっており、それに合わせ児童生

徒の活用能力も向上している。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○ＩＣＴ端末を利用し、インターネットで簡単に様々な情報を得ることが

可能となったが、その中には事実とは異なるものも数多くある。今後は、

児童生徒が自ら、情報の内容をよく確かめて必要な情報を取捨選択して

いく情報リテラシー16 を高める必要がある。 

○ＩＣＴ機器は便利である反面、インターネットを通じて児童生徒がこれ

までにない被害に巻き込まれることもあるため、個人情報の取り扱いや

フィルタリング、ネットワーク上のルールなどの教育にも力を入れる。 

 

④情報機器を活用した働き方改革の推進及び校務支援システム17 等による

校務の効率化 

○毎朝の生徒の「欠席・遅刻」に係る保護者からの連絡を、ＷＥＢを用い

てできるようにした。これにより、全職員が出欠の状況を正確に把握す

ることができるようになり、朝の時間に電話対応や職員間の伝達に追わ

れることが減り、校務の効率化・情報化につながった。 

○長崎県が推奨する統合型校務支援システムの全機能を本格稼働し、保健

機能や成績処理を含めた児童生徒の情報データベース化を行った。 

 

【課題・今後の取組】 

○令和 4 年度は、システムの本格稼働をするためオンラインによる操作説

明会を 3 回実施したが、まだシステムに慣れていない部分がある。活用

を進めていく中で、より便利な機能などを全校で共有し、更なる校務の

情報化を推進し、教師と子どもとが向き合う時間の確保に努める。 

 

(8)ふるさと教育 

の推進 

 

 

 

①小学校社会科副読本「わたしたちの時津」の作成と活用 

○小学 3 年生、4 年生の社会科の授業で、時津町の土地の様子、人々のく

らしや仕事について学ぶため、令和 2 年度に「わたしたちの時津」を郷

土研究会で改訂し、令和 3年度から各小学校に配布し使用した。 

 

                                                                                  
16 様々な情報の中から、自分の目的に合わせて使用したり、必要なものだけ選択したりする能力のこと。

ここでは、情報モラル（インターネット社会の中で安全に正しく情報を利用とする態度）も含む。 
17 教務系（成績処理、出欠管理等）、保健系（健康診断票、保健日誌等）、学籍系（指導要録等）、グル

ープウエア（掲示板・メール等）など統合した機能を有するシステム。情報システムの一元管理により

校務における業務負担の軽減と学校内における情報の共有化を図ることができる。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ○小学校社会科副読本「わたしたちの時津」の単元に合わせて 3年生 8回、 

4年生 9回の評価テストを実施して理解度を確認し、学習内容の定着を 

図った。 

 

②町内にある、見学可能で魅力的な取組をしている企業との連携 

○町内で魅力的な取組をしている企業のうち、時津中学校校区 5社、鳴北 

中学校校区 5社から見学等の承諾をいただいた。今年度は、そのうち 2 

社の担当者が学校に訪問して講義を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

○「わたしたちの時津」の理解度を確認し、学習内容の定着を図るため、 

引き続き評価テストを実施する。 

○令和 5年度以降も新学習指導要領に沿った「わたしたちの時津」を使用 

することで、本町に対する理解を深める。 

○町内の魅力的な「企業」については引き続き探していくとともに、魅力 

的な「人」についても探し出し、学習への協力がいただければ、さらに学 

習の幅が広がると考える。 

 

③キャリア教育の充実（社会教育事業との連携） 

○職場体験学習については、いずれの中学校においても、新型コロナウイ

ルス感染症予防対策のため、実施しなかった。 

○中学校において、1年生を対象に「進路適性検査システム（ＰＡＳカー 

ド）」を利用して、自らの進路適性について考える機会を設定した。 

○両中学校とも、2年生を対象に職業講話を実施した。 

 ※時津中学校 

  期 日：令和 4年 9 月 8日(木) 

対 象：第 2学年 生徒 

講 師：13職種 16名 

（理学療法士、エステティシャン、起業家、役場職員、福祉関係者、 

建設関係営業、インテリアコーディネーター、保育士、動物愛護団体、 

パン製造業、大村湾漁協直売所、旅行業者、ラジオパーソナリティ） 

※鳴北中学校 

期 日：令和 4年 7月 12日(火) 

対 象：第 2学年 生徒 

講 師：8職種 10名 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

（喫茶店営業、幼稚園園長、大村湾漁協組合、ラーメン店、特別養護老 

人ホーム、材料工学会社、製薬会社、製紙工業） 

○「時津町内を拠点とし、見学可能で魅力的な企業一覧」の作成 

 ・両中学校の校区内で、それぞれ 5社ずつ抽出し、当該企業の許可を得 

て、町内全小中学校へ一覧を配布した。 

  ・今年度は、鳴北中学校が職業講話で活用した。 

 

【課題・今後の取組】 

○職業講話に参加した生徒からは、次のような感想が上がった。 

・今は将来の夢が決まっていないが、自分がわくわくすることを探して

将来の夢を決めていきたい。何事にも前向きになりたい。 

・1 つの仕事が、たくさんの仕事とつながっていることを知って、仕事

に対して興味がわいた。誰かの役に立てるような仕事をみつけたい。 

・自分が選んだ道で一生懸命できることをやっていくことが成功につな

がることを学んだ。 

○特に体験活動については、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、

活動が再開できるよう支援する。 

 

(9)課外における 

指導時間の活 

用 

 

①放課後や長期休業期間等を利用した補充指導 

 ○各学校の判断により、夏休み等の長期休業を利用して補充指導を行った。 

  ・中学校は夏季休業の後半で実力テストを実施し、２学期に備えた。 

 ○希望者等を対象に、始業時間前や昼休みを活用した学習会を開く学校も

あった。 

 

【課題・今後の取組】 

○課外における補充学習については、児童生徒や教師の過重負担にならな

いように配慮しながら実施する必要がある。 
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大項目 2) 豊かな心の育成 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)道徳性を養う

心の教育の推

進 

 

 

 

○「時津っ子の心を見つめる週間」に道徳の授業を家庭や地域に公開し、 

学校・家庭・地域が一体となった道徳教育を推進する。 

また、学習指導要領18 の完全実施を踏まえ「『考え、議論する』道徳科 

への転換」により、児童生徒の道徳性を育むために、中央研修等への教 

職員の派遣・伝達講習の実施を通して指導の一層の充実を図る。 

○「時津っ子の心を見つめる週間」は、6月に行った。命をテーマにした道

徳の授業を行い、生命尊重に係る道徳性の向上を図るとともに、その様 

子をオンラインで配信するなどして、家庭や地域との共通理解を深めた。 

○平和学習において、被爆パネルを活用した学習等を行い、心の教育の充

実を図った。 

○県主催の研修でいただいた有用な資料については、ＰＤＦデータにして

各学校に送付し、研修等を通して役立てるよう指導した。 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、県主催研修や中央研修への参加を促すとともに、中央研修受 

講者の伝達講習会を実施するなど、町主催研修の充実を図り、「特別の 

教科 道徳」における教員全体の指導力向上に努める。 

 

(2)子ども読書活 

動推進計画に 

沿った読書活 

動の推進（社 

会教育事業と 

の連携） 

 

 

 

 

 

 

①学校司書や司書教諭の研修の充実 

○学校司書の配置 

学校図書館活動の充実のため、学校司書の直接雇用による配置を継続。 

（配置人数） 

・時津小学校    1 人 

・時津北小学校   1 人 

・時津東小学校  2 人 

・鳴鼓小学校    1 人 

・時津中学校    1 人 

・鳴北中学校    1 人 

合 計      7人 

  

                                                                                  
18 全国的に一定の教育水準が確保されるよう、文部科学省が学校教育法に基づき、各学校で教育課程（カリ 

キュラム）を編成する際の基準を定めたもの。小学校、中学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や大ま 

かな教育内容を定めている。 

学習指導要領は約 10 年ごとに改訂されており、新学習指導要領は、小学校では 2020 年度、中学校は 

2021 年度から全面実施され、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力など」「学びに向かう力、人 

間性など」の 3 つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育んでいくことを目指している。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ○学校司書や教員向けの研修を実施 

①学校教育課主催研修の実施 

・学校司書等研修会 

期  日：令和 4年 8月 24日(水) オンライン実施 

講 師： 宮武 久佳 氏（東京理科大学教授） 

テーマ：「学校と著作権」 

参加者：教諭等 6名、学校司書 7名 町立図書館職員 1名 

         ※後日、録画を配信 

   ・先進校視察 

    期  日：令和 4 年 10月 26日(水) 

    視察先：長崎大学教育学部附属小学校の学校図書館 

    参加者：学校司書 7名 

テーマ：「図書館運営に係る具体的取り組みについて」 

    教諭による授業における図書館活用等の講和 

学校図書館の見学 

※令和 3年度新型コロナウイルス感染症予防対策により中止した 

ため、令和 4年度に実施。 

②長崎県教育委員会が主催する学校図書館の運営・活用や読書教育に関 

わる技能向上を目指したセミナーへの参加 

・司書教諭等研修 

期  日：令和 4年 9月 12日(月) 午前 

講義①：県教育庁生涯学習課 

「子どもと本をつなぐために」 

講義②：ミライｏｎ図書館 

「学校図書館の活性化～公共図書館の活用を通して～」 

実践発表①：県立ろう学校 

②：県立島原高等学校定時制 

参加者：学校司書 1名  

・司書教諭等スキルアップセミナー 

期  日：令和 4年 9月 12日(月) 午後 

講義①：県教育庁生涯学習課 

「子どもの読書活動を推進するために」 

  講義②：長崎南山高等学校 教頭 中島 寛 氏 

「生徒の主体的な学びを育て、探究的な学びを支える読書

活動～ＩＣＴを活用した図書館活動の実践～」 
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中項目 小項目／点検・評価 

 実践発表①：時津町立時津図書館 

②：聖マリア学院小学校  

参 加 者：学校司書 7 名 

 

【課題・今後の取組】 

○児童生徒の読書活動推進のため、引き続き、学校司書の資質向上を目的 

とした研修・セミナー等への参加促進及び学校教育課主催の研修、視察 

を実施する。 

 ○「第三次時津町子ども読書活動推進計画」に基づき、学校司書と図書ボ 

ランティアとの連携による読み聞かせの充実を図るとともに、図書館だ 

よりを通じた保護者への図書案内により「親子読書」、「家読（うちど 

く）19 」の啓発に努める。 

 

②学校における「朝の読書活動」の推進 

○町立小中学校で「朝の読書」を時間割の中に位置づけ、読書習慣の定着 

を推進している。 

○町立小中学校では、町立図書館の団体貸出を利用して学級文庫を開設し、 

身近に本がある環境を整えている。 

○学校司書・教員・図書ボランティア・児童生徒相互による読み聞かせ等、 

各学校において特色ある読書活動を行っている。 

○「1日 30分以上読書する児童生徒の割合」は基準年度と比較して、小学 

校は 16.5％減少した一方、中学校は 2.9％増加した。 

 

【課題・今後の取組】 

○「朝の読書活動」については、週 2回実施している学校から毎日実施し 

ている学校までばらつきがある。フッ化物洗口の実施や学力向上に向け

た「スキルタイム」の取組等により、学校での毎日の実施は困難になっ 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

1 日 30 分以上読書する児童生

徒の割合 

（小学 6年生） 

（中学 3年生） 

 

 

40.8％ 

26.1％ 

 

 

 24.3％ 

 29.0％ 

 

 

50％ 

30％ 

                                                                                  
19 家庭内での読書活動。親子で同じ本を読む、それぞれが読んだ本についての感想を話し合うなどの行動を 

介して、読書の習慣をつけるとともに、家族間でのコミュニケーションを図ろうとするもの。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ているが、週 2 回は「朝の読書」に取り組むよう推奨するとともに家読

や隙間時間の活用など、本に親しむ時間の確保に努めるよう助言を行う。 

○中学校が目標値に近づいてきている一方、小学校が目標値から大幅に遠

ざかっている原因については、小学生のスマホの所持率の大幅な増加に

伴うメディアの使用時間の増加が考えられる。今後は、メディアとの付

き合い方について、ＰＴＡとも連携しながら児童生徒の読書習慣の定着

を推進するよう働きかける。 

○児童生徒の読書活動推進のため、引き続き、学校司書の資質向上を目的 

とした研修・セミナー等への参加促進及び学校教育課主催の研修の充実 

を図る。 

 

③学校図書館の整備・充実 

○学校図書館システムの検索機能の活用により、児童生徒の要望に対応で

きるため、児童生徒の読書に対する興味、関心の高まり、学習意欲への

向上につながっている。また、公共図書館からの相互貸借利用により、

学習センターとしての機能を向上させ、授業で活用する図書、資料を迅

速に提供することが可能となっている。 

【令和 4年度貸出冊数】 

・時津小学校 40,862冊 （103冊／児童 1人） 

・時津北小学校 96,900冊 （211冊／児童 1人） 

・時津東小学校 117,714冊 （217冊／児童 1人） 

・鳴鼓小学校 73,244冊 （217冊／児童 1人） 

・時津中学校 7,492冊 （14冊／生徒 1人） 

・鳴北中学校 7,499冊 （26冊／生徒 1人） 

 

【課題・今後の取組】 

○令和 4 年度の各小中学校における児童生徒 1 人当たりの貸出冊数は、令

和 3 年度と比較すると、小学校 4 校が減少し、中学校 2 校は増加した。

令和 4 年度は新型コロナウイルス感染症予防対策による行動制限が緩和

され、家で過ごす時間が減少したことも影響していると考えられる。 

○中学校の貸出数は低い傾向が続いているが、令和 3 年度と比較すると、

時津中学校では 0.66冊、鳴北中学校では 13.53 冊増加している。しかし

ながら、小学生と比較し、読書量が大幅に減る実態があるため、今後は、

中学生に対しての図書の紹介方法や学校図書館のレイアウトの研究を重

点的に取り組む。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(3)人権・平和教 

育の推進 

 

①学校における人権教育の充実 

○各学校において、全教育活動の中で人権教育を実施した。   

○全ての町立小中学校で長崎県教育委員会が作成した「人権教育をすすめ 

るために」を供覧したり、研修に活用したりして人権意識の高揚を図っ

た。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○「特別の教科 道徳」を中心として、日々の教育課程全体を通して、人

権教育をさらに充実させる。 

 

 ②教職員の人権意識向上のための各種研修会への参加 

○県教育委員会・人権教育研究会主催の研修会に参加した。 

・第 45回西海市西彼杵郡人権教育研究会講演会 

期 間：令和 4年 7月 27日(水)～8月 28日(日)  

テーマ：「小児科医による出張がん教育～がん教育と人権教育の接点～」 

場 所：オンデマンド配信 

参加者：25名 

・西海市・西彼杵郡人権教育研究会夏季研修会 

期 日：令和 4年 8月 5 日(金)  

テーマ：「ブンジュ村で学んだ人との向き合い方と日本人のすばらしさ」  

場 所：リモート配信 

 参加者：20名 

・西海市・西彼杵郡人権教育研究会講演会 

 【第 1回】 

期 日：令和 4年 9月 24日(土) 

テーマ：「ありがとう 大好きだよ ～ずっと忘れないよ～」 

場 所：北部コミュニティセンター 

 参加者：15名 

 【第 2回】 

期 日：令和 4年 11月 11日(金)  

テーマ：「共生社会について考える」 

場 所：北部コミュニティセンター 

参加者：9名 

・初任者研修（拠点校指導教員による人権教育を各校で実施） 

参加者：6名 

テーマ：「共生社会について考える」 

場 所：北部コミュニティセンター 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

参加者：9名 

・初任者研修（拠点校指導教員による人権教育を各校で実施） 

参加者：6名 

 

【課題・今後の取組】 

 ○今後は、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じながら、集合形態に

よる研修会開催などを検討しながら、人権教育を推進する。 

 

③学校における「長崎原爆の日」を中心とした平和教育の充実 

○「長崎原爆の日」の 8 月 9日を登校日とし、各学校において被爆体験者 

の講話等、平和集会を実施した。 

○原爆資料館より借用した写真パネルの展示に関すること、「ピースバト 

ン・ナガサキ」や「平和案内人」等の講師の活用に関することなど、各学 

校に対して平和学習のあり方について、情報提供や助言を行った。 

○各学校においては、総合的な学習の時間などで、「ピースバトン・ナガサ 

キ」等を講師に迎え平和学習を行うなど、「平和」や「いのち」の大切さ 

について学んだ。また、小学校 4年生又は 5年生は、平和公園や原爆資 

料館を訪れ、平和案内人の方の説明を聞くなど、戦争や原爆の悲惨さ、 

平和の尊さについて学習した。 

○「時津町平和の集い」は規模を縮小して実施され、児童生徒の代表者が 

学校で作成した千羽鶴を記念碑に捧げた。 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、「長崎原爆の日」を中心に、被爆地長崎の児童生徒として、教 

科、特別の教科道徳、特別活動、総合的な学習の時間において、生命を大 

切にし、平和を希求する心情・態度を育てるよう、平和教育担当者会な 

どを通して情報提供や助言に努める。 

○原爆被爆者から戦争や被爆体験を直接聞く機会が減っている今、後世に

継承していくことが重要と考え、今後も児童生徒が戦争や原爆の悲惨さ

を学ぶ機会を確実に設けていく。 

 ○さらに、平和や非核化のために、自分たちに何ができるかを能動的に考

え行動できるよう、導いていく必要がある。 

 

④社会教育課の進める人権教育・平和教育との連携 

○社会教育課と協働し、西彼杵郡人権教育研究大会を 3年ぶりに集合形式 

で開催した。 
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中項目 小項目／点検・評価 

   日 時：令和 5年 2 月 7日(火)   

演 題：「他人事からおとなりごとへ～実は多文化？！の地域を考える～」  

  講 師：みんなで暮らす凸凹ひろば共同代表 宮崎 聖乃 氏 

  場 所：長与町民文化ホール 

  参加者：148名 

     （一般参加者、講師、役員等を含む。長与町参加者も含む。） 

○「ピースキャンドル」については、作成会等で密になることが予見でき

たため、今年度もやむを得ず中止となった。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○今後は、新型コロナウイルス感染症予防対策のために中止するのではな 

く、「ウィズコロナ時代」における研修会開催や活動の実施などを協議 

し、集合開催を視野に入れて準備していく必要がある。 

 

大項目 3) 健やかな体の育成 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)鍛錬を核とし

た体力づくり

の充実 

 

 

○体育・保健体育の時間はもとより、特別活動や部活動等の中で課題改善

を図る創意工夫された動きを今まで以上に取り入れ、子どもたちの体力

の向上を推進するとともに、各種研修会への教員の参加を促進して、指

導力の向上を図った。 

○長崎県児童生徒体力・運動能力調査20 結果をもとに、時津町及び各学校

の課題を捉え体力向上アクションプラン21 を作成し、体力向上に取り組

んだ。 

○小学校では、準備運動や委員会活動等、学校全体で体力向上アクション

プランの共通理解を図り、体力向上に取り組んだ。また、「ジャックナ

イフストレッチ22 」や「体力づくり運動」の継続的取組、学習指導要領

の解説に示された例示的運動を積極的に取り入れた授業づくり等を工夫 

した結果、柔軟性を含む体力の向上が見られた。 

 ○中学校では、体力テストの結果分析を生徒自身に行わせ、日ごろから自 

分の運動課題を意識して授業や部活動に取り組ませた。また、授業の中 

 

                                                                                  
20 長崎県内の児童生徒の新体力テストの結果及び生活習慣との関連等を分析し、総合的な施策を推進する 

ための基礎資料とするために実施するもの、小学校４年生から中学校３年生までのすべての児童生徒が対 

象。 
21 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析から自校の課題と課題に対応した取組を明確にし、子ど 

もの体力向上に向けて、学校全体で共通して実践していくための計画。 
22 太ももの後ろの筋肉の柔軟性を高める運動で、股関節の柔軟性向上につながる。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に継続的な体力向上のトレーニングを取り入れることで、体力の向上を 

図った取組も見られた。 

※ 分母(96項目)＝小学校 8項目×2(男･女)×4、5、6学年 

＋中学校 8項目×2(男･女)×1、2、3学年 

分   子 ＝全国平均を上回った項目数 

※ 8項目の内容 

握力・上体起こし・長座体前屈・反復横跳び・20ｍシャトルラン・ 

50ｍ走・立ち幅跳び・ソフトボール投げ（中学校はハンドボール投げ） 

 

【課題・今後の取組】 

○運動を楽しいと感じていない児童生徒は、できるようになりたいという

思いがある一方、できるようになった経験が少ないことや、自分のペー

スで練習できないことへの不満があることから、今後は個別の課題に応

じて取り組む時間の確保やできるようになる達成感を味わえるような授

業づくりの工夫が求められる。 

○学習指導要領の体育科解説書に示された各種運動のねらいと運動の例示 

は必ず確認して授業を行うよう指導するとともに、県が作成した「学校

体育必携」という資料を有効に活用した授業づくりを推奨する。 

○柔軟性を高める運動は準備運動等を通して継続して指導するよう促す。 

○「進んで学ぶ時津っ子」を活用し、睡眠時間の確保、朝食の摂取、スク

リーンタイム23 について、家庭における見直しを図り充実に努める。 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

児童生徒の体力・運動能力調査

で全国平均を上回る項目数 

（小中学校各学年男女別に 8項目） 

17/96項目 

 

24/96項目 

 

27/96項目 

(2)学校教育を通 

した健康教育

の推進 

 

○「進んで学ぶ時津っ子」の活用 

スポーツ庁が行った「全国体力・運動能力・運動習慣等調査（2019）」に 

よれば、生活習慣「睡眠時間・朝食の摂取・スクリーンタイムの時間（テ 

レビ・ゲーム・スマホ等）」と体力との関係については、関係性があると 

されている。保護者にもその重要性を認識してもらうため、各学校にお 

いて「進んで学ぶ時津っ子」を用いて、学齢にあった望ましい生活習慣、 

学習習慣を周知し、家庭での生活習慣の見直しと食育の充実を図った。 

 

                                                                                  
23 アプリケーションやウェブサイトの利用時間を管理・制限することができる機能。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食育全体計画、食育年間指導計画の作成と活用 

・各学校において食育全体計画や年間指導計画を作成し、生涯にわたっ 

て健康で生き生きとした生活を送るため、子どもたち一人ひとりが正 

しい食事の在り方や望ましい食習慣を身につけ、食事を通じて自らの 

健康管理ができるよう、食育の推進に努めた。 

・計画に基づき、栄養教諭等が、授業や給食の時間に担任等と給食指導 

を行い、児童生徒の食育についての関心を高めた。 

・「学校における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、全児童生 

徒を対象に「食物アレルギー調査」を実施し、必要に応じて個別面談 

を実施した。 

○児童生徒への安全・安心な学校給食の提供 

令和元年度に策定した「時津町学校給食異物混入対応マニュアル」を活 

用し、学校と給食公社等と対応について連携強化を図った。 

※小学校 95.2％、中学校 93.4％（全国学力学習状況調査質問紙調査） 

 

【課題・今後の取組】 

○食物アレルギーがある児童生徒の対応については、マニュアルに基づき 

慎重に実施するとともに、「ヒヤリ・ハット」事例24 等について、情報

の共有を行い対応強化に努める。 

○家庭の協力を得て、朝食を食べる環境を整えていくことは学力向上や体

力向上にもつながる重要な要素でもあること等、朝食の必要性について

引き続き「食育だより」や「学校だより」等を活用し、啓発に努める。 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

朝ごはんを毎日食べる児童生

徒の割合 

94.3％ 94.7％※ 97.0％ 

(3)薬物乱用防止

教育等の実施 

 

○全ての町立小中学校において、「薬物乱用防止教室」を実施した。 

 ・小学校：6年生対象 

 ・中学校：3年生対象 

・講 師：学校薬剤師 

 

 

 

                                                                                  
24 事故にはならなかったものの事故になっていた可能性のある「ヒヤリ」「ハッとした」事例のこと。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○近年、県内においても、未成年者の薬物使用に関する事案が発生してい 

る。引き続き、薬物乱用や依存、体に与える影響、社会に与える影響等、 

発達段階に応じた内容で児童生徒参加型の「薬物乱用防止教室」の開催 

に努める。 

 

大項目 4) 学習の機会均等の確保  

中項目 小項目／点検・評価 

(1)特別支援教育

の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特別支援教育コーディネーター25 研修会の実施 

○特別支援教育の充実のため、特別支援教育コーディネーター研修会を開 

催した。 

《第 1回》 

期 日：令和 4年 8月 25日(木) 

場 所：時津町役場 

講 義：「近年の特別支援教育に関する法令について」 

講 師：時津東小学校 指導教諭 若杉 聡 氏 

《第 2回》 

期 日：令和 5年 3月 3 日(金) 

場 所：時津町役場 

講 義：「福祉サービスと学校教育の連携をめざして 

－放課後等でデイサービスとの関わりから－」 

講 師：時津町役場 福祉課 宮田 智生 氏 

○今年度も，新型コロナウイルス感染症予防対策を受けて 2回の開催とな 

った。特別支援教育コーディネーターの資質向上のための研修会を計画 

し，小中学校においてコーディネーターとしての役割を再度確認した。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○年々、特別支援学級26 在籍や通級指導教室27 利用の児童生徒数が増 

え、特別支援教育コーディネーターとしての役割も多様化してきた。ま

た、今後は「切れ目ない支援体制」を構築するため、福祉部門との連携 

 

                                                                                  
25 各学校における児童生徒への適切な支援のため、保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学 

校内や福祉・医療等の関係機関との連絡調整を担う者。 
26 障害の比較的軽い児童生徒のために、小中学校に障害の種別ごとに設置される少人数の学級。弱視、難聴、 

知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。 
27 通常学級に籍を置きながら、特別な支援を要する場面においてのみ通常学級と異なる指導を受けるため 

の通級指導教室。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

を密に図っていく必要があり、研修会を通して福祉担当者やコーディネ

ーター同士の情報交換等を行うこと、また、それぞれに対応のノウハウ 

を共有することが重要であり、今後ともこの取り組みを充実させていく。 

 

②通級指導教室担当者会、教育支援員研修会の実施 

○通級指導教室担当者会 

令和 3年度から、通級指導教室を利用する児童生徒について、必ず「個 

別の教育支援計画」を作成し、「自立活動の実施計画」を県教育委員会 

に報告することとなったことを踏まえ、自立活動の内容や、計画の立て 

方・指導法について、研修を実施した。 

期 日：令和 4年 5月 27日(金) 

場 所：時津町役場 

   研 修：「通級よる指導」に係る「個別の指導計画（自立活動）」の様

式と作成の仕方について 

講 師：時津東小学校 指導教諭 若杉 聡 氏 

（参考：通級指導教室の状況） 

隔週に 1時間や週 1・2 時間の短い時間ではあるが、個に応じた指導がな 

され、児童・生徒の成長につながった。 

・時津小学校     28 人 

・時津北小学校  26 人   

・時津東小学校  50 人 

・鳴鼓小学校   17 人 

・時津中学校   13 人 

・鳴北中学校   20 人               

計 154 人 

○教育支援員研修会の実施 

特別支援教育の充実のため、教育支援員研修会を開催した。 

  《第 1回》 

期 日：令和 4年 4月 6 日(水) 

場 所：時津町役場 

講 義：「教育支援員としての心構えと役割について」 

講 師：学校教育課 学校経営指導員 江口 武  

《第 2回》 

期 日：令和 4年 7月 20日(水) 

場 所：茶屋本陣内 時津町教育支援センター「ひだまり」 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義：「普段の支援の在り方について」 

講 師：時津東小学校 指導教諭 若杉 聡 氏 

研 修：グループ協議 

《第 3回》 

期 日：令和 4年 12月 23日(金) 

場 所：時津町役場 

  講 義：「ペアレントトレーニングをティーチャートレーニングへ」 

  講 師：時津東小学校 指導教諭 若杉 聡 氏 

研 修：グループ協議 

 

【課題・今後の取組】 

○グループ協議を行ったことは、教育支援員としての取組方やお互いの困

り感の共有に役立ち、たいへん有意義であったという感想が多く聞かれ

た。また「普段の支援の在り方について」、「ペアレントトレーニング

をティーチャートレーニングへ」の講義は、教育支援員としての困り感

に対する回答（大きな一助）となるとともに、事前アンケートの質問事

項に対して講師から具体的な回答があったこともたいへん好評であっ

た。次年度も継続して行い、教育支援員の資質向上に努める。 

 

(2)教育相談体制 

の充実 

①心の教室相談員による、子どもたちの「無気力や不安」などへの相談や 

話し相手、その他学校の教育活動の支援の充実 

配置校     時津中学校、鳴北中学校（各 1 名） 

相談等の件数  延べ 1,254件 

 

【課題・今後の取組】 

○必要に応じてスクールカウンセラー28 、スクールソーシャルワーカー29 

とも連携を図りながら教育相談体制の充実に努める。 

 

②指導教諭の活用 

○指導教諭は、児童生徒の実態等を踏まえ、他の教諭等に対して教育指導

に関する指導、助言を行う職であるため、所属校に留まらず、他校の教 

 

                                                                                  
28 スクールカウンセラー（SC）。臨床心理士等の資格又はカウンセリングの経験を有し、心の問題の専門 

家として小中学校で、生徒や保護者の悩みを聞き、教員をサポートする非常勤職員。 
29 スクールソーシャルワーカー（SSW）。社会福祉士等の資格を有し、行政機関等の外部機関と学校との 

連携環境の構築、あるいは保護者の生活面等で、福祉的援助等の必要性が認められる家庭への自立支援 

相談等を行う非常勤職員。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 諭等の授業観察や自らの公開授業の実施、及び児童生徒や保護者への適 

切な対応の仕方についての助言等を通して、教諭等の資質能力の向上を 

図った。 

 

【課題・今後の取組】 

○できるだけ気軽に依頼したり訪問指導したりできるように、教頭同士に 

よる電話連絡後は、依頼する学校の当該教諭が、指導教諭と直接連絡を 

取り合って対応できるようにする。 

 

(3)教育支援セン 

ターの運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①教育支援センター30 「ひだまり」と連携した適応指導 

○令和 3年 4月移転（開設は平成 30年 9月） 

・場  所：時津町元村郷 1番地 1 茶屋本陣内 

  ・開所日時：月・火・木・金 9：30～12：30 

  ・指 導 員：2名 

・在籍児童生徒人数：11 人  

  ・相談延べ件数：97件 

○指導員の勤務時間を週 16 時間から週 19 時間に増やし、学校をはじめと

した関係機関との連携体制や相談体制の充実を図った。 

○令和 4 年 12 月 13 日（火）、長崎県教育センターで行われた教育支援セ

ンター指導員等研修会に指導員 2名が参加。 

 

【課題・今後の取組】 

○令和 5 年度は教育支援センター指導員 2 名が交代するため、これまでと

同様に教育委員会、スクールソーシャルワーカー、福祉課、学校の情報

共有・連携を図り、支援を必要とする児童生徒への対応の充実に努める。 

 

(4)ＩＣＴ機器を 

利用した学習 

機会の確保 

①ＩＣＴ機器を利用したリモートによる学習の研究 

○ＩＣＴ端末の有効活用を想定し、長期休業期間に持ち帰りに取り組んだ。 

・新型コロナウイルス感染症予防対策や不登校児童生徒への支援につい

ては、昨年度から継続して持ち帰りを許可している。 

 

 

 

                                                                                  
30 何らかの理由によって、学校に通うことができていない子どもたちの安らぎを感じられる居場所の一つ 

として町内に設置された施設。子どもたちが、学習活動や体験活動などを通じて社会生活に適応できる力 

を身につけ、徐々に学校へ戻れるようになることを目的とする。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

 ○次年度から準備が整い次第、平日のＩＣＴ端末持ち帰りを進めていく。 

 

(5)いじめ防止基 

本方針の運用 

 

①学校いじめ防止対策基本方針の運用 

○各学校は、職員会議や校内研修を通じた教職員間の共通理解、児童生徒 

間の人間関係づくりの促進、教育相談体制の充実、アンケート調査や個 

人ノート、生活ノートからの実態把握や生活アンケート等を基にした児 

童生徒への個人面談を実施し、いじめ問題の未然防止、早期発見・対応 

に努めた。 

 

【課題・今後の取組】 

○「いじめはいつでもどこでも起こりうる」という視点に立ち、学校と教 

育委員会が情報の交換や共有を密にしながら、対応する必要がある。 

○各学校からの生徒指導等報告書について、指導・助言を行うとともに、 

気になる案件については詳細な情報共有を行う。 

○「時津町いじめ防止基本方針」に基づき、各学校に対して、いじめ問題の 

未然防止、早期発見、早期対応を行うよう引き続き指導する。 

 

②いじめ問題等連携会議の開催 

○町内各小中学校、総務課、福祉課、民生委員・児童委員協議会などの関係 

機関及び人権擁護委員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ 

ーカーを委員とする時津町いじめ問題等連携会議を開催し、各学校の取 

組状況、各学期の取組の成果と課題などを協議し、関係機関との連携強 

化に努めた。 

・第 1回 期 日：令和 4年 9月 9日（金） 

場 所：時津町役場 

内 容：・講義「チームとしての学校を実現していくために」 

講師 鳴北中学校 教諭 内川 恵介 氏            

・各学校からのいじめ・不登校等の状況報告（前期） 

・第 2回 期 日：令和 5年 2月 6日(月) 

     場 所：時津町役場 

内 容：・講義「教育相談の基本と今日的課題」 

講師 時津北小学校 教諭 池島 陽子 氏 

・各学校からのいじめ・不登校等の状況報告（後期） 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題・今後の取組】 

○いじめ問題等の未然防止に向け、様々な研修会に積極的に参加するよう 

町内の生活指導主任及び生徒指導主事に働きかけるとともに、学んだ内 

容を本研修会で発表することで、互いに資質向上を図ることができるよ 

うにする。 

 

③カウンセリングリーダー研修への指導教諭の派遣 

○県教育委員会主催のカウンセリング研修に該当の教員を派遣し、児童生 

徒に対して適切な対応ができるように努めた。 

 

【課題・今後の取組】 

○できるだけ児童生徒に適切なかかわりができる教員を増やすため、指導

教諭に限らず、できるだけ多くの教員が研修に参加するよう促していく。 

 

④生活アンケートの実施（学期 1回） 

○学びや暮らしの状況について、学期に 1回アンケートをとることで、子 

どもの困り感やいじめの状況の早期把握に努めた。 

 

【課題・今後の取組】 

○このアンケートで、虐待やヤングケアラー31 の疑いのある児童生徒を洗

い出し、その後の面談を通して見守りの強化につなげることができてい

ることから、引き続きアンケートから児童生徒の状況を細やかに把握す

るよう努める。 

 

(6)相談電話設置 

の周知と利用 

者数の向上 

①学校教育課内にフリーコールによる相談電話の設置及び相談受付 

○学校教育課内に教育相談電話を設置し、指導主事等が教育に関する相談

に対応した。     

   相談件数：4件（不登校、マスク着用、特別支援教育、転居に伴う転校） 

 

【課題・今後の取組】 

○17件の着信があったが、多くが間違い電話及び無言電話（12件）やアン 

ケート調査にかかる自動音声電話（1件）であった。今後学校だよりな 

どを利用して、本来の相談電話としての機能を広く周知する必要がある。 

 

 

                                                                                  
31 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと。 

責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがある。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校教育相談 

員32 の配置により、相談電話以外の相談体制の充実が図られているが、 

教育相談電話についても、引き続き、積極的に周知を図るとともに、   

相談者に対し真摯な対応に努める。 

 

②相談電話の認知度の向上 

○ホームページ、全世帯配付の「ぎっちゅ」に記事とフリーダイヤルを掲 

載し、周知を行った。また、電話での相談が困難な場合には、町のホー

ムページの「教育相談」のフリーダイヤルの下に掲載の「お問い合わせ

フォーム」に入力も可能とした。 

 

【課題・今後の取組】 

○今後は、町のデジタル化推進としてＳＮＳやラインなどによる情報発信 

や問い合わせ対応なども検討されている。今後は、学校教育課としても 

電話のみの対応ではなく、ＳＮＳの利活用等も念頭に相談体制を検討し 

ていく。  

 

(7)まとめ 

 

○学習の機会均等の確保 

不登校の児童生徒の学習の機会均等に向け、ＳＳＷによる登校支援や家  

庭との連携、ＩＣＴ端末の活用による学校授業のオンラインによる視聴、 

インターネットによる学習やフリースクール通所の出席扱いの検討等、 

かなり取組が進んできた。このように何らかの形で学校につながってい 

たり、学ぶ機会が確保できたりしている児童生徒は、少しずつではある 

が、社会的自立に向けた力をはぐくんできている。しかし、長期化して 

いる児童生徒は、その保護者との関係がこじれ、連絡が取れず、関係機 

関につなげることが難しいことも多い。このような場合は、学習に一層 

の遅れを生じさせ、学校の敷居を高く感じさせ、不登校の改善を阻むこ 

とにつながっている。 

    

 

指 標          
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和７年度 

不登校児童の割合(小学校) 0.72％ 1.0％ 0.2％ 

不登校児童の割合(中学校) 2.97％ 5.1％ 1.5％ 

                                                                                  
32 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒の教育支援を図り、時津町の特別支援に関する相談指 

導業務を充実強化するため配置された者。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題・今後の取組】 

○不登校の改善には、保護者の理解と本人の特性に応じた適切な対応が欠 

かせないことから、早い段階で指導教諭や関係機関と連携して対応する 

よう促す。 

○ＩＣＴ端末を使ったオンラインでの授業参加やオンラインドリルの活用

促進、フリースクールとの適切な連携による自立支援等により、引きこ

もりを防止するとともに、学校に復帰した時の学習の遅れの不安を解消

し、登校への意欲が高まるようにする。 

 〇不登校状況にある保護者同士がつながり、専門家にも相談できる場

（@café）への参加を促すことで、保護者の悩みや不安を解消し、登校に

つなげられるようにする。 

 

大項目 5) 教職員の資質向上 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)校内研修の充 

 実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①町立小中学校の町指定研究と研究費助成 

○児童生徒の学習機会の拡充、学習意欲の向上、学習習慣づくりを目的と 

 して、教育委員会から町内小中学校へ教育研究委託を行い、特色ある取 

組に努めた。 

 〔各学校の研究主題〕 

・時津小学校【委託費：15万円】【研究発表校】 

「確かな学力を身につけ、主体的に学ぶ時津っ子の育成」 

～数学的な見方・考え方を働かせる授業実践を通して～ 

・時津北小学校【委託費：10万円】（県委託費 18万 5千円） 

「自ら学び、考えを広げ深め、豊かに表現する子供の育成」 

～言葉による見方・考え方を働かせる国語科授業改善を通して～ 

・時津東小学校【委託費：10万円】 

「自ら『問い』をもち、解への道筋を明らかにできる児童の育成」 

～「個」と「協働」の学びを往還する国語科学習を通して～ 

・鳴鼓小学校【委託費：10万円】 

「主体的に学びに向かう子供の育成」 

～学びを積み重ね、課題解決に生かす国語科学習を通して～ 

・時津中学校【委託費：10万円】 

「豊かに表現し、共に学ぶ生徒の育成」 

～ＩＣＴを活用した深い学びを目指して～ 

・鳴北中学校【委託費：15万円】【研究発表校】 
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中項目 小項目／点検・評価 

 「未来の社会を創造するために、主体的に学ぶ生徒の育成」 

～当事者意識を持って課題に向き合う力の育成～ 

○各学校とも、自校の研究主題に沿って、着実に研究を推進した。また、 

学力向上委員会では、その進捗状況を共有し、他校の実践を取り入れよ 

うとする試みも見られ始めた。 

 

【課題・今後の取組】 

○長崎県が作成した授業改善メソッドを基本的な授業づくりの柱に据え、 

授業実践に努めるとともに、校内研修や研究発表等の機会を捉えて、個 

別最適な学びと協働的な学びの推進に向けて研修を行っていく。 

 

(2)指導主事によ

る各学校年 2

回以上学校支

援訪問 

○学校教育課指導主事が、町立小中学校を訪問し指導助言を行った。また、

全教職員への指導だけでなく、授業者、研究主任に対しても直接指導の

時間をとることができた。 

  ・訪問指導回数：12回（小学校）14回（中学校） 

 

【課題・今後の取組】 

○担当者への指導だけでなく、校長をはじめ、教員全体への直接指導を通

して、町全体の学力向上につなげる。 

 

(3)学校経営指導 

員を活用した 

各種研修会の 

充実 

①町内校長会 

○町内校長会において、教育長説示、各課示達、学力向上、研修会の実施、

不祥事根絶、働き方改革等に関する指導及び助言を行った。 

 ・実施回数：9回 

○夏季休業中に「校長・副校長・教頭等合同研修会」を行い、企業の経営

者である九州教具株式会社 代表取締役 船橋 修一 氏から「地域の

会社だからできるＳＤＧｓによる価値創造」と題して講演をいただいた。

27名の参加を得て、たいへん盛会であった。 

 

【課題・今後の取組】 

○学力向上、研修会の実施、不祥事根絶、働き方改革等については、継続し 

て指導・助言を行う。企業経営者等を招聘しての研修会（講演会）は次年 

度も実施していく。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

  

 

 

 

 

②町内副校長・教頭会 

○町内副校長・教頭会において、教育長説示、各課示達、学力向上、研修

会の実施、不祥事根絶、働き方改革等に関する指導及び助言を行った。 

・実施回数：6回 

○定例の内容に加えて、副校長・教頭としての資質向上を目指した研修を 

行った。令和 4年度は、校長会指導（校長講和）2回、校長・副校長・教 

頭等合同研修会、県教育庁義務教育課指導 1回を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

○学力向上、研修会の実施、不祥事根絶、働き方改革等については、継続し 

て指導・助言を行う。次年度も、副校長・教頭研修を継続して実施してい 

く。 

 

③初任者研修（教育委員会担当の研修） 

 ○平成 30年度から新しくなった長崎県教職員研修計画に基づき、新任教職

員の実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させるため、

長与町と合同による初任者研修を実施した。 

・対象者：小学校 6人、中学校 1人  合計 7人（時津町） 

・内容等：長与町・時津町の教育長による講話 

       長与町・時津町教育委員会指導主事による講義、指導助言 

○研究授業及び授業に関する協議 

・研修期間等：地区研修 5回 

・各校の計画に基づき校内研修を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

○新型コロナウイルス感染症予防対策を講じながら実施するにあたり、体 

験的な研修が実施できなかった。 

○初任者研修に関するアンケート結果を踏まえて、研修内容を検討する等、 

長与町との合同により、効果的・計画的な初任者研修の実施に努める。 

 

④若手教職員研修（第 1 ステージ 2～5年目） 

○若手教職員研修を実施し教職員としての資質向上を図った。 

・対象者：小学校 17人、中学校 6人  合計 23人  

・各校において、教科指導力向上研修を実施した（2年目研 2日、3～5年 

目研 1日）。また、センター研修を 1～2講座選択し受講した。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○受講者が研修成果を活かし、組織の一員として教育活動を展開できるよ 

うに、校長に対して、「教員としての資質の向上に関する指標」を踏ま 

えた校内研修を実施するよう働きかける。 

 

⑤中堅教諭等資質向上研修（教育委員会担当の研修） 

○教職員としての資質向上のため、長与町と合同による中堅教諭等資質向

上研修を実施した。 

・対象者：小学校 4人（うち養護教諭 1）、中学校 0人 （時津町） 

・内容等：時津町教育長による教育講演 

     校種別模擬授業 

       時津町・長与町教育委員会指導主事による指導助言 

       各研修生による特定課題研究発表 など 

・研修期間等：地区研修（3回）、社会体験研修（夏季休業中の 3日間） 

○各校の計画に基づき校内研修を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

○長与町との合同により、長崎県教職員研修計画をもとに中堅教諭等資質 

向上研修を実施し、ミドルリーダーとして組織運営を推進したり、学習 

指導や生徒指導等の専門性を高めたりする等、資質向上を図る。 

 

⑥15年経過研修 

○対象者：時津北小 池島 陽子 

○内 容：センター研修（オンデマンド 2日） 

     各学校における個別研修及びメンター33 研修（通年） 

 

【課題・今後の取組】 

 ○メンターとして校内の職員にかかわる中で視野が広がり、自分を見つ 

  めなおすことで大きな成長がみられる。そのため、管理職は、メンター  

としての適切なかかわり方について適宜指導していく必要がある。 

 

 

 

                                                                                  
33 豊富な知識と職業経験を有したベテラン教員を指す。メンターが、経験年数の少ない後輩の教員（メンテ

ィ）に対して、指導、助言を行ったり、授業研究等をしながらチーム内で学び合う初任者等の若手教員を

育成する方法をメンター方式という。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ⑦経年研修の中で教育の情報化研修を実施 

 ○経年研修の一環として、教育の情報化に関する研修は実施できなかった。 

 ○経験年数に関係なく、学習ｅポータルに係る研修会を実施した。(後掲) 

 

【課題・今後の取組】 

○教育の情報化については、教職員の経験年数による研修よりも、個々の 

スキルによるものが大きいと考える。 

○したがって、今後も教職員の現状や指導の実態等を見ながら、必要な研 

修を実施していく。 

 

⑧教育の情報化推進に係る研修会（教育委員会主催） 

○ＧＩＧＡスクール構想の推進に向け、ＩＣＴ端末及び校務支援システム

(C4th)の効果的な利活用に向けた研修を開催した。 

  ・学習ｅポータルに係る研修会 

   ＮＴＴコミュニケーションズの「まなびポケット」を採択 

   1月 27日(金) オンライン研修 

   学習ｅポータルの機能等について 

  ・校務支援システム(C4th)に係る研修会 

   （いずれも EDUCOM社によるオンライン研修） 

   5月 27日(金)：保健機能研修（養護教諭対象） 

   6月 6日(月)～13 日(月)：成績の出入力に係る研修 

   8月 25日(木)～26日(金)：指導要録の電子運用に係る研修 

  ・C4th導入地区市町研修会参加 

   10月 3日(月)：保健機能の詳細確認を学校へ伝達 

   3月 10日(金)：新機能の確認と使用開始時期の確認と学校へ伝達 

 

【課題・今後の取組】 

 ○統合型校務支援システムについては、今年度から正式稼働しており、成

績処理や保健業務については研修を実施しながら、活用している。 

  今後も学校の使用状況を見ながら、必要に応じて支援する。 

  これからは、授業での実践的な活用に関する研修等を開催し、授業改善

及び指導力向上を図る。 

○この 2 年間で、1 人 1 台端末、統合型校務支援システム、学習ｅポータ

ルの導入とＩＣＴ機器に関する環境が目まぐるしく変わっている。教職

員の中には不安を感じる者も少なくないと思われるため、今後も必要な 
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中項目 小項目／点検・評価 

 支援策を講じながら推進を図っていく。 

 

⑨教育講演会（教育委員会担当の研修） 

講 義：「これからの教師に求められること」 

講 師：長崎大学教授 木村 国広 氏 

対 象：町立小中学校教職員 

 ○当初、8月 19日(金)に時津カナリ―ホールでの開催を予定していたが、

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、その日の実施は中止した。 

 ○代わりに、10月 5日(水)に時津町役場で開催した第 2回学力向上委員会

に来ていただき、講演をいただいた。 

 ○第 2回学力向上委員会には、各校の管理職や学力向上担当、研究主任等、

併せて 71名が会場に集合して、直接講演を聞いた。 

 ○会場での聴講ができなかった職員は、各校にてオンラインで聴講した。 

 

【課題・今後の取組】   

○引き続き、学力向上や人権教育等、教育に関する今日的課題をテーマと 

した教育講演会を実施する。 

 

(4)中央研修等へ

の積極的な教

職員の派遣 

○教職員の資質向上のため、中央研修等へ積極的に参加者を推薦した。 

 ・学校組織マネジメント研修         5人 

 ・カリキュラムマネジメント研修       1人 

 ・小学校における外国語指導者養成研修    1人 

・学校安全総合支援事業モデル地域成果発表会 1人 

・生徒指導基幹研修             1人 

・教育相談基幹研修             1人 

・学校安全指導者養成研修          1人 

・健康教育指導者養成研修          1人 

・道徳教育推進研修会            1人 

・カウンセリングリーダー養成研修会     1人 

・児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会 1人 

・道徳教育パワーアップ研究協議会      2人 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、中央研修等へ積極的に参加者の推薦を行い、教職員の資質向

上に努めるとともに伝達講習会を積極的に開催し、町全体の教職員の資 
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中項目 小項目／点検・評価 

 質向上を図る。 

 

(5)校務支援シス

テムの導入な

ど情報機器活

用等を推進し

働き方改革に

よる校務の効 

率化を図り、 

研修参加に必 

要な時間の確 

 保 

○長崎県が推奨する統合型校務支援システムに係る機器の整備、ソフトの 

本格稼働を実施した。児童生徒の情報のデータベース化を行い、入力さ

れたデータを関連する様々な帳票に二次利用することが可能となった。 

統合型校務支援システムのグループウエア機能やクラウドの共有フォル

ダの活用により教育委員会と学校、または学校内における情報共有の効

率化を進めた。 

また、本格稼働にあたり以下のオンライン研修を実施した。 

・保健機能研修（令和 4 年 5月 27日(金)） 

・成績入出力研修（令和 4年 6月 6日(月)～13日(月)のうち、各校 1回） 

・フォローアップ研修（令和 4年 8月 25日(木)、26日(金)） 

 

【課題・今後の取組】 

○本格稼働にあたり、文書保存方法等、運用面での疑義も出てきたことか

ら、必要に応じて利用方針の改定を行った。校務支援システムは、校務

の効率化による教員の負担減を目的としていることから、運用面での改

善が必要になった際は随時、見直しを行うこととする。 

 

(6)人事評価制度 

の運用 

 

○学校管理職一人ひとりの実績や能力等を適正に評価し、研修や人事配置 

等に適切に反映させていくことによって、教職員の更なる意識改革と資 

質能力の向上につなげるため、人事評価を実施した。 

 ○「新たな人事評価」の導入に伴い、「業績評価シート」に基づく校長、副

校長に対して面談を行った。 

 ○最終面談時には、校長、副校長、教頭に対して、総合評価を伝えるとと

もに、今年度の業務についての労いと次年度について指導･助言を行っ

た。 

 ○苦情相談についても、その申請や対応等を明らかにし、校長会をとおし

て周知した。今年度、町教委まで相談が上がるような苦情はなかった。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○今年度からは「新たな人事評価制度」が導入されたため、業績評価に係 

る当初面談においては、目標の設定等でこれまで以上に内容等を精査す 

る必要がある。 

○人事評価に係る苦情相談についても、各校長を通じて周知したが、特段 
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中項目 小項目／点検・評価 

 の相談はなかった。適正に評価がなされたものと考える。 

 

(7) 服務規律の 

確保・不祥 

事根絶対策 

の継続と充 

  実 

 

①各学校における服務規律委員会34 の組織と代表者による研修会 

○教職員の不祥事を根絶するため、各学校では服務規律委員会等を開催し 

た。 

○各学校において服務規律強化月間を定め、服務規律強化に取り組んだ。 

○各学校において不祥事根絶のための行動計画を策定・見直しを行い、計 

画的に取り組んだ。 

○教職員の辞令交付式及び経年研修において、指導主事による講話を行っ 

た。 

○不祥事根絶については、機会を捉えて、研修や通知等により指導・啓発 

に取り組んだ。また、管理職を対象にコンプライアンスやハラスメント 

に関する研修を実施する等、更なる指導・啓発に取り組んだ。 

○その結果、令和 4年度においては、交通事故を除いて、不祥事（飲酒運 

転、体罰、情報漏洩、ハラスメント等）の発生はなかった。 

 

【課題・今後の取組】 

○飲酒運転、体罰、ハラスメント等の不祥事が発生しないよう、引き続き

校長会、副校長・教頭会において指導を行う。 

○令和 4 年度は、交通事故が微増した。ゆとりをもって周囲に細心の注意

を払いながら運転するよう、管理職を通して教職員へ指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
34 教職員による不祥事を防止するための各学校で行われる会議。職場での不祥事防止対策を教職員一人ひ 

とりが自らの問題として受け止めるとともに、自らを律するための校内（所属内）研修を実施する。 
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大項目 6) 安全・安心な学校づくりの推進 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)学校安全計画 

、危険等発生

時対処要領の

整備･充実 

 

 

 

①学校危機管理マニュアルの随時見直し・点検 

○管理職と学校安全担当者を対象に、町主催の「時津町学校安全研修会」

を開催し、国や県のガイドラインと照らし合わせながら各学校の危機管

理マニュアルの見直しを行った。また、学校安全指導者養成研修に参加

した教員による伝達講習も行い、資質向上に努めた。 

 

【課題・今後の取組】 

○今後も学校安全に係る研修会を実施し、資質向上に努めるとともに、国

や県の危機管理に係るガイドライン等を注視し、マニュアル改訂の必要

があった場合には、各校に適切な指導を行っていく。 

 

(2)各種危機を想 

定した避難訓 

練・防災教育 

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各学校で「学校危機管理マニュアル」に基づいた安全対策（避難訓練、不 

審者対応、集団下校等）を行い、消防署、警察署や交通安全協会による講 

話等を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、各種危機を想定し、計画的に避難訓練・防災教育35 を実施す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

小中学校の登下校時における

交通事故発生件数 

6件 2件 0件 

台風等自然災害における事故

発生件数 

0件 0件 0件 

                                                                                  
35 児童生徒が様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動がとれるようにす 

ることをねらいとして実施される教育活動。  
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大項目 7) 学校・家庭・地域等との連携・協働の推進 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)学校評価の充 

 実 

①学校評議員36 の設置・継続 

○町立小中学校における自己評価・学校関係者評価を適正に実施した。 

○全ての町立小中学校で、教職員、保護者、児童生徒を対象にした学校評

価アンケートを行い、評価結果（自己評価、学校関係者評価）を通して

改善に努めた。 

○時津北小学校及び鳴北中学校を除く町立小中学校において、学校評議員 

会を開催し、学校運営に関して意見具申や助言などを求めた。 

○時津北小学校及び鳴北中学校においては、学校運営協議会37 で学校評価 

を行った。 

 

②各学校の評価結果等を通じた状況把握と各学校に対する学校改善支援や条

件整備等の推進 

○各学校の学校評価結果を集約し、状況把握に努めた。 

○各学校においては、学校評価の結果について、学校だよりやホームペー 

ジ等を活用し、保護者や地域住民への周知を図った。 

 

【課題・今後の取組】 

○評価及び結果の公表について、適正な実施に努める。 

○学校評価の結果に基づき、保護者の評価と学校評価で差がみられる項目 

や評価点数が低い項目等について、必要な指導助言を行う。 

 

(2)コミュニティ 

スクール38  

（学校運営協 

議会制度）の

充実・拡大 

 

○時津北小学校及び鳴北中学校設置の学校運営協議会において、学校教育 

目標、経営方針の承認や教育課程や学校評価についての熟議を行い、学 

校、家庭、地域の連携強化を図った。 

【時津北小学校】 

  ・運営委員：15人 

・開催回数： 5回 

 

                                                                                  
36 学校教育法施行規則第 49 条により設置することができる制度で、校長の求めに応じ、学校運営に関し意 

見を述べることができる。地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置付けるもの。 
37 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の 5 第 1 項の規定により、教育委員会が個別に 指 

定する学校ごとに当該学校の運営に関して協議するためにおかれる機関。コニュニティスクールにおい 

ては、その中核を担う機関。 
38 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の６の規定により、保護者や地域住民等から構成さ 

れる学校運営協議会を設置し、保護者や地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営の基本方針を承 

認したり、教育活動について意見を述べたりできる仕組みを持つ学校のこと。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【鳴北中学校】 

  ・運営委員：15人 

・開催回数： 4回 

    新型コロナウイルス感染症予防対策のため、1回を中止した。 

 

【課題・今後の取組】 

○今後も、研修等を通して学校運営協議会委員の資質向上に努める。また、 

コミュニティスクールの取組状況について広報に努める。 

○令和 5年度は、令和 7 年度の鳴鼓小への導入に向けた準備を行う。 

 

指 標 
基 準 実 績 目 標 

令和元年度 令和 4年度 令和 7年度 

コミュニティスクールの拡大 1件 2件 3件 

(3)学校便りやホ 

ームページを 

活用した学校 

の情報公開 

（学校経営方 

針・学校教育 

活動の状況・ 

学校評価結 

果） 

○学校経営方針・学校教育活動に関する情報・学校評価の結果については、 

学校だよりや各学校のホームページ等を活用して公表した。 

○学校だよりについては、カラー印刷を行い見やすくなるよう工夫した。 

 

【課題・今後の取組】 

○より積極的な情報公開を推進するため、広報とぎつに学校便りのＱＲコ 

ードを掲載し、いつでもだれでもどこでも見られるよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


